
 
 

 

 
 

 

 
今回のＩＯＦCongress において、ＩＯＦ Council から「トレイル

Ｏにおける世界選手権（ＷＯＣ）の導入」が提案され、採択･決

定されました。トレイルＯは、現在 世界の約２５カ国において
実施されており、うち１５カ国ではその国の連盟組織のもとに

活動を展開していることが報告されました。（残念ながらこの１

５カ国には日本はカウントされていません。なぜならば、ＪＯＡ
が活動にからんではいないからです）。また英国（GBR）とリトア

ニア（LTU）では毎年 国内選手権大会が開かれるまでになっ

てきており、今年からはアメリカ、ロシア選手権大会も開催が予
定されています。トレイルＯのワールド・カップ（ＷＣ）は 1999

年から始まり、ヨーロッパ選手権は毎年開催、スエーデンをは

じめとするノルデイック諸国においても、トレイルＯのＯ-Ringen
をはじめ、国際レベルの大会が盛んになってきています。ＩＯＦ

は、各国において、国際レベルのトレイルＯ大会の運営能力

が 着実かつ十分に定着しつつある状況から、世界選手権
（ＷＯＣ）の導入に踏み切りました。（Ｏlympic－トレイルＯでは

Ｐaralympic－への参加を目指すには、ＷＯＣの定期的開催が

その必要条件となります。）Congressでの採択を受けた翌日の
８月５日、Council は、早速 その開催詳細をきめました。その

要旨は、 

  
 

 

 

 ●ＩＯＦメンバーである 最低１０カ国で その実施基準が定

められ、実施される状況をふまえ、トレイルＯの世界選手権（Ｗ

ＯＣ）を導入する。（すでにこの要件は満たされています）      
また、定期的に（年一回、少なくとも４年に一回は）各国連盟公

認の国内選手権大会を開催する。 

これに伴いフットＯの世界選手権（ＷＯＣ）に併せ、2003 年の
スイス、そして 2005 年の日本でのトレイルＯの世界選手権大

会開催が確実となりました。ＷＯＣ開催に関しては、ＩＯＦから

（ＪＯＡに対して）正式に通知・要請されることになりますが、私
たちはこの事実を改めて認識し、早急に準備体勢を整えなく

てはなりません。また、出来るだけ早い機会に トレイルＯの日

本選手権大会等を開催する必要があります。 
今年に入りＩＯＦは、トレイルＯを「障害者のみならず健常者、

Youth が共に楽しめる "Sport for All"の最たる競技である」と 

改めて位置づけました。 
どうか皆さんもこれをきっかけに トレイルＯに対する認識をさ

らに深めていただき、フットＯと共に、トレイルＯのＷＯＣを成功

させるため、絶大なご理解・ご援助･ご協力をお願いいたしま
す。 

 

 
 

 

  

 

トレイルＯ世界選手権開催決まる 

  
トレイル O 研究会 小山太朗 

 また、今後販売する「吹上峠」「笹仁田峠」の地図
からは製図者紺野の部分を消すか読めないようにし

て販売していただきたいのですが。個人的にあらぬ疑

いを招きかねません。よろしくお願いします。＞東京
OL の方 

 

２ 私の娘が通っている幼稚園では警視庁のレクリ
エーションセンターというところによく行きます。こ

れは「草花丘陵」の南の尾根で射撃場のあるあたりで

す。時期は聞かず、数年前なのではないかと思われま
すが、ある先生が園児を連れてここを訪れたときに、

某大学のコントロールフラッグがつるしてあり、「こ

れに触るんじゃねー、バカヤロー」というような注意
書きが付属していたとのことです。それを読んだ先生

は非常に不愉快になったと言っておられま 

す。 
 このようなひどい貼り紙を読んだ地元の人は OL に

対してどのようなイメージを抱くか、想像できなかっ

たのでしょうか。いたずらされてフラッグを取られる
ようなことがあって、かような貼り紙になったのでし

ょうがあまりにひどすぎます。 

 
 以上地元在住者で OL にかかわる者として発言いた

しました。 

 

地元に対する最低限のマナーを 
秋田 OLC 所属、紺野洋一

 所属は秋田ですが東京都青梅市在住です。 かつて

東京 OL に属しており、青梅で開催したO-CUP'98 では
マッパーを務めました。 OL に関して在住者として気

になる点が２点ほどありましたので報告します。 

 
１ O-CUP のテレインで練習会かなにかを開いたとこ

ろがあったようです。どこのクラブかはわかりませ

ん。地主の方がそのようすを見ており、「人の山に勝
手に入ってなにか目印のようなものまでくくりつけ

ている」と思われたそうです。その話が青梅市役所の

農林課長の耳に入り、私が農林課長と知り合いだった
ので、地図を見たら製図者紺野と書いてあるので、あ

の紺野はこんなこともやっているのかと思ったとの

ことでした。 OL のために山林を使うときは地主の了
解を得てほしいのです。 

 私の属する自治会の回覧板で、東京 OL の作成した

文書が回ってきたことがありました。オリエンテーリ
ングをこのかいわいでやらせてもらいたいというよ

うな内容でしたが、何が言いたいのかわからない、自

分たちに何を求めているのかわからない、という自治
会長の意見でした。そのような文書の回覧で地主の許

可を得ているということには全くならないと 

思います。地図を販売しているからには地主のリスト
などを作成し、利用者は必ず地主の許可を得る、とい

うようなことを行わないとそのうち地元とのトラブ

ルが発生するかと思います。 
 


